
令和４年９月

青森県議会第 311 回定例会

公益財団法人青森県生活衛生営業

指導センター経営状況説明書

青   森   県



[１] 

公益財団法人青森県生活衛生営業指導センター経営状況説明書

を地方自治法第 243 条の３第２項の規定により提出する。

令和４年９月 21 日

青森県知事  三 村 申 吾





[3] 

令和４年度事業計画

（令和４年４月１日～令和５年３月 31 日）

令和４年度は、次の事業を実施するものである。

(1) 公益目的事業 

ア 生活衛生営業相談指導事業 

(ｱ) 中央相談指導事業 

青森県生活衛生営業指導センター事務室内に相談室を常設し、生活衛生営業者に対し、経営上

必要な融資、税務、労務管理等の相談・指導業務を行うとともに生活衛生営業利用者からの苦情

相談を受け付け、営業者に指導助言を行う。 

(ｲ) 地区相談指導事業 

生活衛生営業者の利便等を考慮し、県内各地において、日本政策金融公庫の協力を得て生活衛

生営業相談室を開設し、経営全般に関する相談・指導業務を行う。 

(ｳ) 巡回相談指導事業 

生活衛生営業者の店舗を巡回し、経営全般に関する相談・指導を行う。 

(ｴ) 生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業 

生活衛生関係営業経営改善資金融資制度要綱に基づき、生活衛生営業経営特別相談員による経

営及び融資等に関する相談・指導を行うほか、生活衛生営業経営特別相談員による日本政策金融

公庫融資の活用、標準営業約款登録並びに振興事業の促進等の指導を行う。

(ｵ) その他特別相談指導事業

  厚生労働省の生活衛生関係営業に係る特別政策推進事業について、（公財）全国生活衛生営業

指導センターと連携して事業を実施する。

(ｶ) 生活衛生関係営業再生特別支援事業 

経営特別相談員、日本政策金融公庫等を含め、関係機関との情報交換や専門的知識習得のため

の研修事業を実施する。 

イ 健康・福祉対策推進事業 

生活衛生関係営業が地域社会に貢献し、社会的な要請に応じる方策として、受動喫煙防止への取

組、腸管出血性大腸菌、ノロウイルス等による食中毒や感染症拡大防止等、知識の普及啓発を図る。 

ウ 情報化整備事業 

全国生活衛生営業指導センターが構築している「生衛業情報ネットワーク」を活用し、事務の効

率化を図るとともに、経営相談の指導内容を充実強化するほか、ホームページの管理更新並びに生

活衛生営業者及び利用者・消費者に対する正確かつ迅速な情報提供を行う。

エ 受託事業 

全国生活衛生営業指導センターの委託を受け、調査並びに研修事業等を実施する。 
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オ 標準営業約款事業 

各生活衛生同業組合と連携しながら、標準営業約款の新規登録、再登録、広報等を行う。

カ クリーニング師研修等事業 

クリーニング業法に基づき、クリーニング師の研修、業務従事者の講習を実施する。

(2) その他の事業 

ア 生活衛生関係営業振興事業 

生活衛生関係営業に関する県民の理解を深めるため、消費者、利用者を対象とした交流事業を行

い、生活衛生業界の振興と活性化を図る。
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令和３年度事業実績

（令和３年４月１日～令和４年３月 31 日）

令和３年度は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、県

内における生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営健全化等を通じてそ

の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、各

生活衛生同業組合の協力を得て次のとおり諸事業を実施した。 

(1) 公益目的事業 

ア 生活衛生営業相談指導事業 

生活衛生関係営業者の施設の整備、経営、税務及び衛生等に関する相談・指導事業を実施した。 

(ｱ) 中央相談指導事業 

青森県生活衛生営業指導センター事務所内に相談室を常時開設し、相談・指導を行った。 

(ｲ) 地区相談指導事業 

県内各地において、日本政策金融公庫の協力を得て相談室を開設し、経営全般に関する相談・

指導を行った。 

(ｳ) 巡回相談指導事業 

生活衛生関係営業者の店舗を巡回し、経営全般に関する相談・指導を行った。

(ｴ) 生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業 

生活衛生営業経営特別相談員による経営、融資、標準営業約款登録、振興事業の促進等の相談・

指導を行った。 

(ｵ) その他特別相談指導事業

  厚生労働省の生活衛生関係営業に係る特別政策推進事業について、（公財）全国生活衛生営業

指導センターと連携して、受動喫煙防止対策事業及び生産性向上推進事業を実施した。

(ｶ) 生活衛生関係営業再生特別支援事業 

経営特別相談員、組合役職員を対象に専門知識習得のため情報交換会及び研修会を開催した。 

イ 健康・福祉対策推進事業 

生活衛生関係営業が地域社会に貢献し、社会的な要請に応じる方策として、各地域において受動

喫煙防止への取組、食中毒や感染症拡大防止等について講習会を開催し、知識の普及啓発を図った。

ウ 情報化整備事業 

全国生活衛生営業指導センターが構築している「生衛業情報ネットワーク」を活用し、事務の効

率化を図るとともに、経営相談の指導内容を充実強化したほか、ホームページの管理更新並びに生

活衛生営業者及び利用者・消費者に対する正確かつ迅速な情報提供を行った。 

エ 受託事業 

(ｱ) 生活衛生関係営業の景気動向等調査

県内の生活衛生関係営業者を対象に調査を実施した。 
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(ｲ) 経営特別相談員研修会事業 

経営特別相談員を対象に研修会を実施した。 

オ 標準営業約款事業 

標準営業約款の登録及び広報事業を開催した。 

カ クリーニング師研修等事業 

クリーニング業法に基づき、クリーニング師の研修会及び業務従事者の講習会を開催した。

(2) その他の事業 

ア 生活衛生関係営業振興事業 

(ｱ) 振興及び活性化事業 

生活衛生関係営業に対する県民の理解と関心を深めることを目的に、消費者・利用者を対象に、

健康づくり事業やふれあい事業等の活性化事業を実施した。また、食品衛生法の改正を踏まえて 

ＨＡＣＣＰ関連事業を実施した。 

(ｲ) 後継者育成事業 

消費者、利用者の顧客満足度を高めることを目的として、経営者及び従業員の専門的技術の研

鑽向上を図り、後継者育成につなげるためのセミナー等を実施した。 

(ｳ) 地域福祉増進事業 

地域福祉の増進に貢献するため、福祉施設等への慰問事業等を実施した。 
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財務諸表に対する注記 

１ 継続事業の前提に関する注記 

該当なし 

２ 重要な会計方針 

固定資産の減価償却方法 

定額法によっている。 

３ 会計方針の変更 

該当なし 

４ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 

（単位 円） 

科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

基本財産 

定期預金 5,160,000 0 0 5,160,000

小  計 5,160,000 0 0 5,160,000

特定資産 

特定積立預金 

備品積立預金 

3,000,000

770,000

0

0

0

0

3,000,000

770,000

小  計 3,770,000 0 0 3,770,000

合  計 8,930,000 0 0 8,930,000

５ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

（単位 円）

科  目 当期末残高 
(うち指定正味財産

からの充当額 ） 

(うち一般正味財産

からの充当額 ) 

(うち負債に 

対応する額 ) 

基本財産 

定期預金 5,160,000 （ 5,160,000） （      0）

小  計 5,160,000 （ 5,160,000） （      0）

特定資産 

特定積立預金 

備品積立預金 

3,000,000

770,000

（      0）

（      0）

（  3,000,000）

（   770,000）

小  計 3,770,000 （      0） （  3,770,000）

合  計 8,930,000 （ 5,160,000） （  3,770,000）

６ 担保に供している資産 

該当なし 
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７ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  

該当なし

８ 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 

該当なし 

９ 保証債務等の偶発債務 

該当なし 

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし 

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 

（単位 円）

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

補助金 

 青森県生活衛生指導助

成費補助金 

 青森県生活衛生関係営

業振興事業費補助金 

青森県 

青森県 

0

0

18,935,990

1,230,000

18,935,990

1,230,000

0

0

合   計  0 20,165,990 20,165,990 0

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高 

該当なし 

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 

該当なし 

14 関連当事者との取引の内容 

該当なし 

15 重要な後発事象 

該当なし 

16 その他 

該当なし 
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附 属 明 細 書

１ 基本財産及び特定資産の明細 

財務諸表に対する注記に記載 


